
今月の表紙

市の人口・世帯数 4月1日現在

今月の内容Contents

晴れ姿で初登校です。視線
の先にはクラス発表のパネル。
新しいお友達がたくさんできる
かな。わが子の成長をお父さ
んお母さんが嬉しそうに見つめ
ています。

総人口
男　性 
女　性
世帯数

（　）内は前月からの増減

85,943人
42,952人
42,991人 （+4）

（-84）
（-80）

（+119）38,533世帯 

トピックス

市役所の業務案内

マークについて

開庁時間
午前8時30分～午後５時15分
閉庁日
土、日、祝・休日、
年末年始（12月29日～1月3日）
窓口延長(東庁舎)　
第2・4金曜日午後7時３０分まで

 とき　  ところ    内容 　
 対象　　  定員

 申込み 　  問合せ
電話（市外局番なしは0568）
メール ホームページ
西庁舎 東庁舎

 参加費・入場料・利用料
（マークなしは無料）
 持ち物 　

内　容：戸籍･住民票などの
証明発行、印鑑登録

まずはアプリを
ダウンロード！

スマホで「広報北名古屋」LINEでつながろう

市ホームページ「防
災マップ」の内水・洪
水・地震のハザード
マップはこちらから。

友だち追加
すると、市か
ら随時、大切

な情報をお届け。

ハザードマップを確認しよう

登録すると、市から
防災・気象・地震など
の情報が配信されま
す。

災害情報がメールで届く

3 令和 5年度情報公開の実施状況をお知らせします／
 手当制度のご案内
4 ～ 7 第 5 回ごみ組成調査実施！！
8 令和 6年度北名古屋市職員配置表／

民有地の緑化に補助金を交付しています
9 5 月 12日は「民生委員・児童委員の日」／

家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額
10 ～ 11 北名古屋市平和夏まつり参加団体募集
12 ～ 13 2024 前期生涯学習講座／きたなごや落語会／

ゴーヤー、アサガオの苗や種を配布します
14 共創のまちづくり拠点整備ワークショップ／

北名古屋市健康診査・がん検診のお知らせ
15 北名古屋市名産品開発プロジェクト／

令和 6年度協働のまちづくり補助事業が決定しました
16 ～ 17 今月のカレンダー

来月の予定／今月の納付／休日診療／
公共施設などの連絡先

18 母子保健事業・成人保健事業／子ども・子育て・教育に関する相談
19 子育て支援センター子育て情報／子育てひろば
20 ほうかつだより／エンジョイ回想法／老人クラブ連合会総会／

健康づくりリーダーバンク登録研修会
21 図書館のおすすめ本
 暮らしの情報
22～ 28 催し／講座／募集／お知らせ／障害者・福祉に関する相談／

暮らし・仕事・まちづくり・行政に関する相談
29 自動車税・軽自動車税 /令和 6年度市税等納期一覧
30 食改さんのおすすめレシピ／公共施設利用抽選会／

市内の交通事故・窃盗犯発生状況／編集後記
31 市民記者レポート「ハンズ」

市では、北名古屋市情報公開条例に基づき、市の実施機関が保有している行政文書などを市民のみなさんからの請
求に応じて開示しています。
市の保有する公文書を求めに応じて開示することや行政の説明責任で自ら情報を開示することで、透明性の高い市

政の推進に努めていきます。
令和 5年度の行政文書などの開示請求件数は次のとおりです。
お問い合わせは、総務課へ。

※処理件数について　処理件数とは、開示請求に対する決定などや取下げの件数をいいます。1件の開示請求に対し、
行政文書の内容などにより複数の決定がされる場合は、それぞれの文書により決定などの処理
を行うため、処理件数が請求件数より多くなっています。

取下げ不開示一部
開示

全部
開示

処理内容処理
件数

請求
件数実施機関

議会
公平委員会
監査委員

固定資産評価
審査委員会

農業委員会

選挙管理
委員会

教育委員会
市長

取下げ不開示一部
開示

全部
開示

処理内容処理
件数

請求
件数実施機関

議会
公平委員会
監査委員

固定資産評価
審査委員会

農業委員会

選挙管理
委員会

教育委員会
市長

行政文書開示請求件数および処理内容 保有個人情報開示請求件数および処理内容

（　）は、文書不存在による不開示件数 （　）は、文書不存在による不開示件数

 ０ 0 0 0 0 0
 ０ 0 0 0 0 0
 ０ 0 0 0 0 0

 ０ 0 0 0 0 0

 1 1 0 1 0 0
 ０ 0 0 0 0 0

 ０ 0 0 0 0 0

 ０ 0 0 0 0 0
 ０ 0 0 0 0 0
 ０ 0 0 0 0 0

 ０ 0 0 0 0 0

 ０ 0 0 0 0 0
 ０ 0 0 0 0 0

 7 7 0 7 0 0
 26 32 9 16 7（6） 0  19 21 3 14 4（4） 0

令和5年度　情報公開の実施状況をお知らせします

母子家庭または父子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のため手当が支給される制度です。
支給対象児童　父親または母親のいない家庭や両親のどちらかが重度の障害の状態にある家庭の 18歳以下の児童（18

歳に達した日の属する年度の末日まで）
愛知県遺児手当と北名古屋市遺児手当の支給月額や支給月は同じです。

支給月額　1 人 4,350 円　※受給期間は 5年です。ただし、4・5年目は半額となります。
支給月　5・7・9・11・1・3月
※所得制限があります。詳しくは、子育て支援課へおたずねください。

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と
自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象児童　父親または母親のいない家庭や両親のどちらかが重度の障害状態にある家庭の 18歳以下の児童（18歳

に達した日の属する年度の末日まで）
支給月額 ○1 人目の児童　45,500 円（全部支給）　45,490 円～ 10,740 円（一部支給）
 ○2人目　10,750 円加算（全部支給）　10,740 円～ 5,380 円（一部支給）　　
 ○3人目以降　6,450 円加算（全部支給）　6,440 円～ 3,230 円（一部支給）　　
支給月　5・7・9・11・1・3月　※所得制限があります。

障害のある 20歳未満の児童（施設入所者は除く）を養育している方に手当が支給されます。
対象児童・支給月額 ○身体障害 1・2級程度または療育手帳A程度　55,350 円
 ○身体障害 3級程度または療育手帳B程度　36,860 円
支給月　4・8・11月　※所得制限があります。

愛知県遺児手当　北名古屋市遺児手当

特別児童扶養手当

児童扶養手当

手当制度のご案内
問合せ　子育て支援課

2「広報北名古屋」  令和6年5月3 「広報北名古屋」  令和6年5月




